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災害廃棄物とは

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に則り、一般
廃棄物の処理責任を有する市町村が収集・運搬し、適正に処理を行う必要がある。

⇒平時より、一般廃棄物処理業者をはじめとする関係主体と連携し、災害廃棄物
処理計画を策定するなどの措置を講じる必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、処理の一部について、
都道府県への事務委託又は国による代行処理を行う場合がある。

＜関連規定の抜粋（廃棄物処理法）＞

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
を図ることを目的とする。 

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせる
ものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適
正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要と
なった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 ２



３

近年の大規模災害における災害廃棄物の発生量及び処理期間
５

災害名 発生年月 災害廃棄物量 損壊家屋数 処理期間

東日本大震災※1 H23年3月 3,100万トン
（津波堆積物1,100万トンを含む）

全壊：122,005        半壊：283,156
一部損壊：749,732
床上浸水：1,489      床下浸水：9,786

約3年
（福島県を除く）

阪神・淡路大震災※2 H7年1月 1,500万トン
全壊：104,906        半壊：144,274
一部損壊：390,506    焼失：7,574 約3年

令和6年能登半島地震※3 R6年1月,9月 422万トン※9
全壊：6,461          半壊：23,336
一部損壊：125,929
床上浸水：6          床下浸水：19

約2年

平成28年熊本地震※4

（熊本県）
H28年4月 311万トン

全壊：8,657          半壊：34,491
一部損壊：155,095 約2年

平成30年7月豪雨※5

（西日本豪雨）
（岡山県、広島県、愛媛県）

H30年7月 190万トン※10
全壊：6,603          半壊：10,012
一部損壊：3,457        火災（15件）
床上浸水：5,011      床下浸水：13,737

約2年

令和元年台風19号※6

（東日本台風）
R1年9月､10月 109万トン※11

全壊：3,650          半壊：33,951
一部損壊：107,717
床上浸水：8,256      床下浸水：23,010

約2.5年

新潟県中越地震※7 H16年10月 60万トン
全壊：3,175          半壊：13,810
一部損壊：105,682 約3年

令和２年７月豪雨※8 R2年7月 42万トン※12
全壊：1,627 半壊：4,535
一部損壊：2,116
床上浸水：1,741 床下浸水：6,266

約2.5年

※1 消防庁災害情報の合計（令和3年3月9日時点）
※2 消防庁災害情報の合計（平成18年5月19日時点）
※3 消防庁災害情報の合計（令和７年1月28日時点）
※4 内閣府防災被害報告の合計（平成31年4月12日時点）
※5 主要被災３県の公表値の合計（平成31年１月９日時点）
※6 内閣府防災被害報告の合計（令和２年４月10日時点）

※7 内閣府防災被害報告の合計（平成21年10月27日時点）
※8 消防庁災害情報の合計（令和３年11月26日時点）
※9 主要被災３県（石川県・富山県・新潟県）の推計値合計

石川県：公費解体加速化プラン（令和7年1月31日改定）
富山県：富山県災害廃棄物処理実行計画（令和6年5月24日策定）
新潟県：新潟県からの情報提供に基づく（令6年12月末時点）

※10 主要被災３県の合計（令和3年3月時点）
※11 被災自治体からの報告の合計（令和４年３月末時点）
※12 被災自治体からの報告の合計（令和５年2月末時点）土砂混じり

がれきを含む
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災害時に発生するごみの量



住宅・建築物の耐震化の現状

現状
（平成20年）

目標耐震化率
耐震改修補助を受けられる市区
町村割合（平成22年現在）

全 国 ７９％ ９０％ ５６％

滋賀県 ７８％ ９０％ １００％

京都府 ７８％ ９０％ ８８％

大阪府 ８３％ ９０％ ７９％

兵庫県 ８２％ ９７％ １００％

奈良県 ７６％ ９０％ ５９％

和歌山県 ７０％ ８５％ １００％

【住宅・建築物の耐震化率】

【参考】

石川県 ７２％ ９０％ １００％

珠洲市
住宅５１％
特定建築物
８６％

住宅：５，８８６戸
特定建築物：４９棟
珠洲市耐震改修促進計画（H31.4)

【今後の国の動き】

●住宅の耐震化 目標 Ｒ２ ９５％
↓

  Ｒ７ ９５％
  Ｒ１２ 耐震性が不十分な住宅を概ね解消

●特定建築物の 目標  Ｈ２７ ９０％
 耐震化                                 ↓

  Ｒ１２ 耐震性が不十分な耐震診断義務付
 け特定建築物を概ね解消

５
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空き家の現状

● 空き家数は９００万戸と過去最多
  2018年から５年で51万戸の増加
空き家率も13.8％と過去最高 

● 賃貸・売却用や二次的住宅（別荘など） を
除く空き家が３７万戸の増加

空き家率
賃貸・売却用及び 二次
的住宅を除く 空き家率

2023年 2018年 2023年 2018年

全 国
13.8 

(899.5)
13.6

(848.9)
5.9

(385.3)
5.6

(348.7)

滋賀県
12.1
(8.1) 

13.0 7.2 
(4.8)

6.1

京都府
13.1 

(18.0)
12.8 6.2 

(8.5)
6.1

大阪府
14.3 

(70.3)
15.2 4.6

(22.7)
4.5

兵庫県
13.8 

(38.5)
13.4 6.2 

(17.2)
5.7

奈良県
14.6 
(9.4)

14.1 7.7 
(5.0)

7.４

和歌山県
21.2 

(10.5)
20.3 12.0

(6.0)
11.2

※（ ）は空き家数で単位は万戸

【参考】

石川県
15.6
(8.7)

14.5 7.4
(4.1)

7.0

珠洲市
20.7
(0.1)

珠洲市空き家等対策計画
（R4.3)

【今後の国の動き】

●改正空き家対策特別措置法

⇒ 適切に手入れをしなければ固定資産税の優遇措置を解除
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２．大規模災害における災害廃棄物の処理

７



災害廃棄物対応の推移

８

発災直後

避難所から帰宅後

復旧・復興

仮設トイレ等のし尿・避難所ごみの処理
（収集運搬車両・処分先の確保）

生活ごみ・片付けごみの処理
（仮置場の開設、収集運搬車両・
処分先の確保等）

公費解体の推進
（要綱作成等の制度設計・申請受付体制の整備、
補償コンサルタントや解体事業者との契約・
調整、仮置場の拡充等）



避難所におけるごみ・し尿の状況

９
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段ボールトイレ

仮設トイレの多くは和式

高齢者には不適

水汲みも重労働 外のトイレは暗く寒い

劣悪な状況

新聞紙トイレ

避難所におけるトイレの状況（衛生環境の悪化）

１０
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仮設トイレの汲み取りの対応の流れと留意点等を以下に示す。 
①仮設トイレの設置 
※防災部局等の他部局が対応する場合がある。 
※仮設トイレは水を少量しか使用せず、トイレットペーパーが詰まりやすく なるため、仮設ト
  イレ内に「紙入用のボックス」を設置し、できる限り便器 内にトイレットペーパーを流さな
いよう掲示し、効率的な収集を図る。 

②仮設トイレの設置場所・基数等を関係者に情報共有 
※仮設トイレは避難所だけでなく、断水世帯や病院等に設置される場合がある。それらに
 ついても関係者で情報共有してし尿を収集する。 
※汲み取りが必要なマンホールトイレなど、トイレの種類に留意する。 

③収集対象・量を把握し、通常の体制での対応可否を判断 
※適宜、収集委託業者等の関係者間で協議を行い、総合的に判断する。 

④支援要請（通常の体制で対応が困難な場合） 
※支援要請や事務手続の主体を明確にする。 

⑤支援調整 
※小規模災害では、市町と民間事業者団体の協定を活用し、直接支援調整する。 

⑥支援主体の決定        ※車両・人員等の詳細は、支援・受援者間で詳細を調整する。 
⑦収集運搬計画の作成  ※適宜、収集委託業者等の関係者間で協議を行い、内容を検討する。
⑧仮設トイレのし尿収集 

※仮設トイレの増設・撤去や、収集のタイミングに関する連絡窓口を調整する。

出典：発災時のし尿等の収集運搬に係る相互支援に関する手引き（案）（滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課、近畿地方環境事務所）より

仮設トイレの設置とし尿の収集運搬

１１



〇令和6年能登半島地震では、下水道が停止し、避難所などで発生するし尿
回収のためバキュームカーを一般廃棄物収集運搬事業者が派遣。

石川県内のし尿処理施設７施設が被災し稼働を停止したため、稼働停止し
ている施設の貯留槽を一時積替場として転用し、そこから積み替えて県内の
稼働しているし尿処理施設に転送。

〇また、被災地での生活ごみ・避難所ごみの回収支援として他自治体等が収
集車を派遣。

収集した生活ごみ・避難所ごみの焼却は、石川県内の焼却施設４施設が稼
働停止したため、県内若しくは福井県で広域処理。

収集車の派遣台数増に加え、各市町に一次集積場を設置して輸送の効率
化を構築。この際、避難所から排出される簡易トイレ等の汚物を可燃ごみとは
の別の袋に入れるよう指導し、積み替えの必要から、ごみ袋を破袋せずに運
搬できるダンプ車や平ボディ車を利用。

初動段階におけるし尿・生活ごみ処理の対応

１２



災害時の片付けごみの収集運搬

●  災害廃棄物の収集運搬は、平常時の生活ごみを収集運搬する人員及び車両等の

体制では困難であるため、人員、車両の増加や、重機を用いる等の対応が必要と

なります。片付けごみの運搬は、パッカー車よりダンプ等を使用する場合が多くなる

と予想され、廃棄物処理業者等への委託を検討します。

●  収集運搬車両等が不足する場合は、近隣市町村や府県へ支援要請を行います。

 また、片付けごみの収集運搬は、道路の被災状況や交通渋滞を考慮した効率的な

ルートを選定します。

● 収集期間や廃棄物の種類、収集場所等について住民に広報します。

● 被災者自身が軽トラック等を用いて、仮置場に搬入する方法。（下掲右写真）

道路渋滞の恐れや、分別の徹底が難しくなる恐れがあります。また搬入待ちの住民

の苦情が生じる可能性があります。

１３



○ 仮置場の候補地を平時に設定するが、設定するに当たっては仮置場の利用方法も検討しておく。

用途 説 明

一時的な仮置場
（集 積 所）

・道路障害物等の緊急的な除去が必要となる災害廃棄物の一時的な仮置き

・住民が自ら持込む仮置き

破砕・選別作業用地等 ・仮設破砕機等の設置及び処理作業（分別・選別等）を行うための用地

保 管 用 地

・中間処理施設の能力以上に搬入される災害廃棄物の保管

・最終処分場の処理又は輸送能力等とバランスがとれずに堆積するものの保管

・コンクリートがらや津波堆積物等の復興資材を利用先まで搬出するまでの一時的な保管

・焼却灰や有害廃棄物等の一時的な保管（危険物も含む）

・需要とバランスせずに滞留する再資源化物の保管（但し、再資源化物のみを仮保管している
場所は含まない）

表 仮置場の利用方法（例）

図 仮置場の選定（例）

仮置場の利用方法と選定の検討

①市町村有地 •廃棄物処理施設（ごみ処理施設、最終処分場（跡地を含む））

•未利用工業団地等の公有地※1

•グラウンド、公園等※2

②民有地 •未利用工場跡地等で、長期間利用が見込まれない民有地等（借り上げ）

③県有地 •廃棄物処理施設（ごみ処理施設、最終処分場（跡地を含む））

•未利用工業団地等の公有地※1

•グラウンド、公園等※2

④国有地 •未利用の国有地（普通財産）

•行政財産として利用されているが、目的外使用が認められる国有地

※1 学校等の避難
場所として指定さ
れている施設や、
周辺住民や環境へ
の影響が大きい地
域は避ける。
※2 指定管理者で
管理されている施
設は、事前に協議
し了解を得ておく
ことが望ましい。

１４
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１５
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仮置場の状況（石川県珠洲市飯田港仮置場(9,380 m2 ) 

１７



災害時に発生するごみの処理の流れ（東日本大震災）

一次仮置場
粗選別

危険物の除去等

二次仮置場
破砕
選別

資源物の保管

受け入れ先
焼却
埋立
再利用

被災地域
分別排出
家屋解体

１８



１９



２０
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２３



２４



２５



２６
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３．公費解体の対応

２７



３３

（写真：多賀城市ホームページより）

損壊家屋等の解体・撤去（公費解体制度）

生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物
件所有者等の申請に基づき、市町村が所有者等に代わって、災害廃棄
物として解体及び撤去する制度

通常災害であれば罹災証明書（被災証明書）で「全壊」、特定非常災害で
あれば「半壊」以上と判定された家屋等が対象

２８
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損壊家屋等の解体・撤去に係る手順

２９

解体・撤去棟数が多い
場合は事務量が多くなる
ため、庁内他部局からの
協力を得て体制を構築す
ることが必要である。
また都道府県や他市町

村からの支援を得たり、
補償コンサルタントや測
量事業者等の民間事業者
への委託を検討すること
も考えられる。

損壊家屋等（家屋だけでなく、倉庫や中小企業
者3の事業所等を含む）の解体は、本来、私有財
産の処分であり、原則として、所有者の責任に
よって行うこととなる。ただし、災害復興に当
たって、被災自治体は災害等廃棄物処理事業費補
助金を活用して全壊家屋等の解体を実施すること
ができる。特定非常災害については、半壊家屋等
まで補助対象が拡大されるため、補助対象の適否
は、災害発生後の環境省の通知等を確認する必要
がある。
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公費解体の受付体制等の検討
１）公費解体の対象案件の選定
 ① 公費解体の対象はどういうものか 
 ② 具体的な対象事例（または除外する事例）の絞り込み（例：敷地の地割のみで
 建物被害のないものは除外）
③ 基礎や一体的に解体されるブロック塀等、対象となる工作物の絞り込み
④ 敷地境界、解体物の特定

 ２）公費解体のためのルール作り 
① 公費解体のための規則または要綱、書類様式の制定 
② 申請受付期間の設定 
③ 公費解体後の登記の扱い等 

３）公費解体受付体制 
① 申請受付体制の検討（職員による直営受付、アルバイト、人材派遣等に委託等） 
② 受付期間に応じた受付場所の確保 
③ 申請受理後の書類審査、現地調査の体制の確保 
④ 市民向け広報の手法と時期、内容の検討（家財の扱い、電気・ガス・水道の本
人による事前手続き等も含む） 

⑤ 解体事業者と申請者、市町村の３者現地打合せの方法 
⑥ 解体前に申請者が実施すべき事項の整理 
⑦ 解体後発生する廃棄物の受入・処分体制の確認 

４）賃貸物件や集合住宅の公費解体 
① 所有者と入居者が異なる場合の必要書類（同意書）の確認 
② 入居者の退去予定時期の明確化 
③ 退去（見込）者の住居相談対応 ３０
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公費解体申請の受付

３１

公費解体を市町村が行うことについては、市町村の幹部会議等で方針を決定し、記者
発表やホームページ等できめ細かに広報し、被災者からの申請を受け付けるための専
用窓口を速やかに設置することが必要である。 
１．広報 

記者発表やホームページへの掲載、庁舎や避難所への掲示 また、状況によっては
現場で直接被災者へ案内を配布する。 

２．受付体制 
庁舎内に専用の受付窓口のスペース、複数の電話回線を確保し、対応人員を配置

する。（配備物：パソコン、受付票、住宅地図、コピー機等）
３．受付事前準備

公費解体の対象となる建物を把握するために、罹災証明書の発行状況等の管理を
行っている担当課に情報提供を依頼する。平成 30 年 7 月西日本豪雨災害の例では、
依頼等は省略して罹災証明の発行一覧表や被災者台帳により情報を収集した。
なお、罹災証明は借家人等からも請求できるため、所有者と借家人の重複に留意

し、所有者情報のみとすることに注意する。 

また、罹災者の連絡先が罹災台帳には記載されていない場合があることから、別途、
罹災証明の受付窓口で担当部署へ電話連絡等により照会を行う。
  なお、罹災程度の判定は再調査により変更となることがあるため、罹災台帳は週毎
に確認するようにし、可能であれば、変更があった場合は通知をもらえるような体制
を整えることが望ましい。 



３２



３３
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留意点

60
３４
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留意点

３５

（１）業者との契約
 発災直後の損壊家屋等の解体撤去は、災害協定を締結している業者との随意

 契約が多くなる。一方、り災証明が発行されてからの公費解体については、申
請件数が少ない場合には、１件ごとに解体工事の設計を行い、入札により業者
を選定することが適切である。ただし、大規模災害においては、１件ずつの契
約は現実的でない。平成28年熊本地震の際には、県が解体標準単価を設定し、
地域ごとに解体工事業協会会員で班編成を行って、順次計画的に解体工事が進
められた。なお、解体業者は建築工事業、土木工事業または解体工事業の許可
をもっていることが必須である。当該現場の請負金額によって必要な業許可が
異なるため、建設部門に事前に確認しておくことが必要である。

（２）緊急に解体を要する場合の留意点 
二次災害の恐れがある場合や周辺の生活環境への影響が見込まれる場合、解

体工事を行う業者からの見積等を取得し、緊急随意契約により解体を行うこと
ができる。解体にあたっては、原則として、事前に所有者等の同意が必要とな
ることに留意が必要である。 
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留意点

３６

（３）工事発注のための積算を行う際の留意点
損壊家屋等の解体後は土地の整地が行われるが、整地に伴う撤去物は管理型 

最終処分場でしか処分できないような残渣である。その残渣の処分にも費用を 
要するが、過去の災害事例ではその費用が積算に含まれておらず、被災市町村
の経費で処分せざるを得ない状況が散見された。そのため、工事発注の積算を
行うに当たっては、庁内関係部局（土木・建設部局等）へ確認し、残渣の処分
を含めて 積算を行う必要があることに留意が必要である。 

（４）解体工事における石綿の飛散防止に関する留意点 
 石綿含有成形板等のレベル３の建材は多くの家屋に使用されており、解体撤
去工事に当たり、石綿に関する事前調査を行った上で、適切な飛散防止措置を
講ずることが必要となる。石綿飛散防止のため、建築物等の応急危険度判定の
結果などを参考に、立入り可能な場合は平常時と同様に事前調査を行い特定建
築材料からの飛散防止措置を講ずる必要がある。また、立入不可の場合は散水
等による 「注意解体」による飛散防止措置を講ずることについて、解体等工事
の受注者等に対し、適切に指導する必要がある。また、解体等工事の現場にお
 いては、石綿を含まない廃棄物、石綿含有廃棄物、廃石綿等に区分し、適切に
保管・処理を行う必要がある。なお、「災害時における石綿飛散防止に係る取
扱いマニュアル（令和５年４月）」にて、被災建築物等の解体等工事発注時の
留意事項や発注仕様書例などを掲載しているので、適宜参考にされたい。 
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留意点

３７

（５）境界標等の保存に関する留意点 
倒壊・滅失した建物の敷地の整理を行う場合には、土地に境界石、コンク

 リート杭、金属鋲などが 埋設されていないかどうか留意する必要がある。こ
 れらは、土地の境界を示す「境界標」の可能性が あり、境界標は、土地の境
界を特定するために役立つものとなっている。紛争の予防・解決の決め手とな
ることが多く、今後の復興作業のために、可能な限りその保存が図られるよう
に配慮する必要がある。また、境界標のほか、塀・石垣の基礎部分や側溝な
ども土地の境界を特定するために役立つものとなるため、これらの保存につ
いても留意する必要がある。 

（６）公費解体の申請書類の考え方 
損壊家屋等の解体は、私有財産の処分に当たるため、各市町村における公費
解体の申請事務に際しては、所有者の本人確認や建物の情報の把握を確実に
行う必要がある。その際本人確認の方法としては、例えば、運転免許証、マ
イナンバーカード、パスポート等の公的機関が発行した本人名義の顔写真付
き証明書の顔写真と申請者の顔を目視で照合することが考えられる。また、
登記事項証明書については、市町村が法務局から登記情報の提供を受けて確
認する場合、申請者からの提出を不要とすることも考えられる なお、公費解
体の申請に係る提出書類について、環境省において特段の指定はしていない。



令和６年能登半島地震により損壊した被災家屋等につ

いて、当該物件所有者の申請に基づき、本市が所有者に

代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

①公費解体制度について

※所有者の費用はかかりません。
（制度上、対象外の費用を除く）→②公費解体の▲条件ありを参照してください。

令和６年５月版
珠洲市環境建設課

※中小企業基本法第２条に規定する中小企業者も対象です。

３８



②公費解体の対象となる解体物

□ り災証明書（または被災証明書）で「全壊」「大規模半壊」 

「中規模半壊」 「半壊」と判定された家屋、納屋、店舗、倉庫等

とその基礎

●対象となるもの

▲条件あり（現地調査で判断）

□ 家屋に付属する浄化槽・便槽など

※ 住宅と一体的に解体する場合のみ対象となります。

※ 敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。

□ ブロック塀、庭木、庭石、カーポートなど

※解体工事に支障がある場合、対象となります。

３９



③公費解体 受付～解体までの流れ

①

必
要
書
類
の
準
備

②

受
付
・
審
査

③

事
前
立
会
い

④

決
定
通
知
書
の
送
付

⑥

解
体
・
撤
去
工
事

⑦

完
了
立
会
い

⑧

完
了
通
知
書
の
送
付

確

認

調

査

⑤

確
認
立
会
い

確

認

市が委託した調査会社
による現地調査の立会い

申請者、解体事業者、調査会社との
解体家屋等の現場立会い

４０



全員が必要な書類

④公費解体の申請に必要な書類１

・申請書

・り災証明書または被災証明書（「半壊」以上の判定のもの）

・本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書
※運転免許証、マイナンバーカード等顔写真があるものは１点

  ※保険証、年金手帳などは２点

・建物配置図

珠洲市 公費解体 検索

申請書・配置図などは相談・申請会場または市HPからも
ダウンロードできます。

４１



必要に応じて提出いただく書類

⑤公費解体の申請に必要な書類２

〇代理の方が申請する場合

・委任状(所有者等の実印を押印したもの)

・印鑑登録証明書（所有者等）

〇共有名義、相続権者有、抵当権付、賃貸物件などの場合

・同意書（それぞれの方の実印を押印した申請者以外の全員分）

・印鑑登録証明書など（全員分）

※抵当権者が団体または企業（銀行など）の場合は印鑑登録証明書は不要

〇建物が隣家等に寄りかかっている、隣地に倒れている場合

・隣接建物所有者、隣接地権者の同意書
４２
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公費解体の円滑な運用

◼ 公費解体を含む災害廃棄物処理補助事業を円滑に運用・活用できるよう、マニュアル等の策定・改
訂を行い、申請書類の合理化や補助対象の考え方等について被災市町に周知。

◼ 申請に際して必要となる相続等への対応について、司法書士会等と連携した相談窓口の設置・活用
等について被災市町に周知。

相続・同意取得等への対応申請書類の合理化

•公費解体・撤去マニュアルを改訂し、実印及び印鑑登録証明書
に代わる本人確認の方法として、運転免許証やマイナンバーカー
ド等の公的機関が発行した顔写真付証明書を活用することや、
登記事項証明書について市町が法務局から登記情報の提供を
受けて確認する場合は申請者からの提出を不要とすることが考
えられるなど、申請書類の合理化の考え方を記載。
•4月2日に被災市町の担当者説明会を行い、改訂の主旨を説
明。

•被災者が申請に必要な相続、同意手続きについて、石川県司
法書士会等が設置する無料相談窓口で相談可能な旨を事務
連絡により周知。
• 「所有者不明建物管理制度」や相続、不動産登記等に関する
被災自治体職員向け相談窓口（熊本県司法書士会に設
置）を周知。

補助対象となる建物の一部解体

残置物の扱いの明確化

•建物の一部解体の場合であっても、登記上別棟又は構造上別
棟であると判断できる場合などは補助対象となり得ることについて、
マニュアル等により周知。

•災害により損傷するなどし、不要なものとして処分せざるを得ない
家財・家電等を災害廃棄物とみなし、家屋の解体と併せて撤去
する場合は補助対象となる旨をマニュアルに追記。

応急修理制度との関係

• 「応急修理制度」を活用した場合は、原則公費解体の対象外
だが、その後、液状化の進行などで改めて半壊以上の被害認定
を受け解体・撤去が必要となった場合、公費解体の支援対象と
なり得る旨、マニュアル等により周知。 ４３



母屋 渡り廊下 離れ

登記が同じ

母屋と離れがあり、離れだけ残せますか？質問④

※縁切り（残したい部分だけ残す工事）
が可能かどうかは、家屋の状況等を確認
した上で判断しますので、申請前に縁切
りを行わないでください。

※縁切りは自己負担です。

②について

以下のいずれかの条件を満たせば可能です。
 ①母屋と離れの登記が別であること
 ②登記が同じ建物であっても、渡り廊下等で繋がって
おり、構造上、別の建物であると判断できること

構造上、別の建物であると
判断可能

４４
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共有者全員の同意取得が困難な場合への対応

相続登記がなされていないなどにより共有者が複数存在し、共有者全員の同意取得が困難な
場合が一定数存在すると考えられる。

✓５月28日に法務省と連名で次の内容の事務連絡を発出（概要：次ページ）。

※「公費解体・撤去マニュアル」を令和６年６月に改訂（第５版を策定）

ケース 対応

倒壊家屋等の場合 【滅失登記が行われた倒壊家屋等】
• 関係者全員の同意がなくても公費解体・撤去を進めることが可能

【滅失登記が行われていない倒壊家屋等】
• 市町村が建物性が失われていると判断した場合には、関係者全員の同意

がなくても公費解体・撤去を進めることが可能

上記以外の損壊家
屋等の場合

• 所有者等又はその所在が判明しない場合には、民法の所有者不明建物
管理制度を活用

• さらに、共有者等の意向を確認することが困難な場合、所有権等に関する
紛争が発生しても申請者の責任において解決する旨の書面（いわゆる宣
誓書方式）の活用により申請が可能であり、積極的に活用いただきたい

※自費解体の費用償還においても上記、宣誓書方式の活用が可能

✓ なお、過去の災害時においても一部の自治体※において宣誓書方式が活用されてい

るが、訴訟事例について、環境省には報告は上がっていない。
※仙台市（東日本大震災）、熊本市（平成28年熊本地震）、倉敷市（平成30年７月豪雨） ４５
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４６
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４７
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珠洲市では、

４８
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珠洲市では、

４９
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５０

公費解体の発注方法 
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５１

公費解体の発注方法の利点と課題

利点 課題

解体協会に
工事発注
等を委託
（随意契
約）

・解体棟数が多い場合に効率的な発
注が可能

・解体協会が府県に存在し、協定締結
している場合は随意契約が可能
・契約は単価を採用できる
・契約単価が解体協会の各解体事業
者の合意が得られる場合は速効性あ
り

・解体事業費が高くなる可能性
・解体協会が各事業者への発注や工程
管理等の事務管理が必要
・解体協会が府県に存在しない場合は
契約が不可能
・契約単価の積算根拠が乏しい可能性
・契約単価が解体協会の各解体事業者
の合意が得られない場合は、調整に時
間を要する、あるいは契約ができない

入札で解体
事業者を
選定
（競争入
札）

・競争性を取りいれた解体事業者選定
が可能（安価な解体事業費）
・解体協会が府県に存在しない場合や、
契約単価が解体協会の各解体事業者
の合意が得られない場合は速効性あ
り
・契約は単価を採用できるが、解体工
事積算書に基づく積算も可能（積算根
拠あり）
・一定エリアでまとめて契約が可能

・競争入札をさせる解体事業者の選定
が難しい（建設部局との協議要）
・入札執行のため一定の時間を要する

・解体工事積算書に基づく積算が難し
い（建設部局との協議要）
・複数の入札執行のため事務が煩雑
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５２

公費解体の発注手続（緊急解体分） 
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５３

公費解体の発注手続（申請受付分） 
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面的な解体・撤去の推進

輪島朝市エリアにおける面的な解体・撤去加速化プラン

•対象エリア264棟の家屋等に対して、法

務局による職権滅失登記が完了。

•行政書士会の協力も得ながら、申請プ

ロセスを加速化し、地域ごとに、工事

前調整の上、解体工事を順次実施。

珠洲市における面的な解体・撤去加速化プラン

対象エリア

輪島朝市における解体・撤去工事

•珠洲市の中でも特に被害が大きく、倒壊家屋等によ

り水道復旧等に支障が生じている蛸島地区及び宝立

町鵜飼・春日野地区を対象に、法務局と連携し、面

的な解体・撤去を進める。

珠洲市

撤去前

◼輪島朝市エリアでは、倒壊家屋等264棟に対して、法務局による職権滅失登記を完了。
◼今後、他の被災市町においても、法務局と連携し、必要に応じて土地家屋調査士会等も活用するなどによ
り面的な解体・撤去を進めていく。

宝立町鵜飼・春日野地区蛸島地区9月5日

５４
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珠洲市における公費解体

５５
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熱海市における公費解体

５６



４．自費解体の対応

５７
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５８
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５９
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６０
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６１



63

６２
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６３

自費解体手続（費用償還分） 
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ご清聴ありがとうございました。

参考にしてください。
①  家屋解体マニュアル（近畿地方環境事務所）
②  公費解体・撤去マニュアル（第５版）
③ タイムラインによる公費解体のポイント
④  自費解体（解体費用の立替えと払戻し）の手引き

環境省ホームページ > 災害廃棄物対策情報サイトトップ
> 関連法及び計画、指針、ガイドライン等 > 不明の場合は名
前で検索
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